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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
個
別
検
定
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
個
別
検
定
の
方
法

一

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
登
録
個
別
検
定
機
関
が
行
う
個
別
検
定
（
以
下
単
に

「
個
別
検
定
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二

個
別
検
定
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条

各
号
に
定
め
る
機
械
等
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
左
欄
に
掲
げ
る
検
定
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
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げ
る
検
定
の
方
法
に
よ
る
検
定
の
結
果
が
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

個
別
検
定
の
う
ち
、
機
械
等
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
労

働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四

号
。
以
下
「
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
五
第
一
項
に
定
め
る
指
定
外
国
検
査
機
関
（
以
下
単
に
「
指
定
外
国
検

査
機
関
」
と
い
う
。
）
が
作
成
し
た
同
令
第
一
条
の
十
二
第
一
項
に
定
め
る
基
準
等
適
合
証
明
書
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
が
添
付
さ
れ
て
申
請
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
か
ら

第
四
ま
で
の
左
欄
に
掲
げ
る
検
定
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
検
定
の
方
法
に
代
え
て
、
証
明
書
の
書
類
審
査

に
よ
り
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
登
録
個
別
検
定
機
関
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
証
明
書
を
作
成
し
た
指
定
外
国
検
査
機
関
が
、
当
該
個
別
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
械
等
に
係
る
指
定
を
受
け

て
い
る
こ
と

ロ

当
該
証
明
書
が
、
当
該
指
定
外
国
検
査
機
関
が
受
け
て
い
る
イ
に
掲
げ
る
指
定
の
有
効
期
間
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
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あ
る
こ
と

ハ

当
該
証
明
書
を
作
成
し
た
登
録
省
令
第
一
条
の
十
二
第
三
項
に
定
め
る
証
明
書
作
成
員
（
以
下
「
証
明
書
作
成
員
」
と

い
う
。
）
が
、
当
該
指
定
外
国
検
査
機
関
に
お
い
て
当
該
個
別
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
械
等
の
証
明
書
作
成
員
と
し

て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
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別表第１ 令第 14 条第１号に定めるゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停

止装置のうち電気的制動方式のものの個別検定の方法 

検定項目 検 定 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査  急停止装置の構造、機能等につ

いて、申請書、構造図及び明細書

により確認する。 

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂

を練るロール機及びその急停止装

置の構造規格（昭和 47 年労働省告

示第 79 号。以下この表において「

構造規格」という。）第２条、第

５条及び第７条の規定に適合して

いること。 

２ 外観検査  書類審査において確認した構造

図と現品を、目視、各部の寸法等

を測定すること等により照合する

。 

 構造図と現品に差異がないこと

。 

３ 強度試験  操作部に使用する合成繊維ロー

プの切断荷重を、材料試験装置等

により確認する。 

 構造規格第３条第３項の規定に

適合していること。 

４ 絶縁抵抗試験

等 

（１）操作用スイッチの絶縁性能

を、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試

験等により確認する。 

 構造規格第４条の規定に適合し

ていること。 

（２）電磁開閉器の絶縁性能を、

絶縁抵抗試験、耐電圧試験等に

より確認する。 

 構造規格第５条の規定に適合し

ていること。 

５ 保護構造審査  電気部品の容器の接合面の構造

を、構造図により確認するととも

に、必要に応じ、保護構造の試験

を、日本産業規格Ｃ60529（電気

機械器具の外郭による保護等級（

ＩＰコード））に定める方法によ

り行う。 

 構造規格第６条の規定に適合し

ていること。日本産業規格Ｃ60529

に定める方法により試験を行った

場合は、同規格に定めるＩＰ54 以

上の保護構造であること。 

６ 運転試験 （１）練りロール機を無負荷で、

かつ、定格速度（変速が可能な

場合は定格範囲内の最高速度）

で回転させ、当該速度に達した

後に急停止装置の操作部を操作

することにより停止させ、操作

後に停止するまでの距離を測定

する。 

試験は操作部ごとに５回停止

操作を行い、最も大きい値を停

止距離とする。 

 構造規格第２条の規定に適合し

ていること。 

（２）練りロール機を起動させた

後、急停止装置の各操作部を手

、腹部又は膝で操作し、作動状

態を確認する。 

 構造規格第３条第２項及び第４

項後段の規定に適合していること

。 
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 （３）練りロール機の急停止装置

を操作して急停止させた後に、

操作部を復帰させても練りロー

ル機が作動しないことを確認す

る。また、練りロール機の起動

スイッチ、急停止装置のリセッ

トスイッチ等を操作した後に、

練りロール機が作動することを

確認する。 

 構造規格第７条の規定に適合し

ていること。 

７ 表示検査  急停止装置の表示を確認する。  構造規格第８条の規定に適合し

ていること。 

備考  構造規格第９条に規定する適用除外の認定を受けた急停止装置につ

いては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、

適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 
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別表第２ 令第 14条第２号に定める第二種圧力容器の個別検定の方法 

検定項目 検 定 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査  第二種圧力容器の設計について

、その構造、工作方法等の圧力容

器構造規格（平成 15 年厚生労働

省告示第 196 号。以下この表にお

いて「構造規格」という。）への

適合状況を、申請書、構造図、強

度計算書、明細書等により確認す

る。 

 構造規格第 73 条において準用す

る第１編第１章及び第２章、第 39

条から第 42 条まで並びに第１編第

４章（第 65 条を除く。）の規定に

適合していること。 

２ 材料検査  第二種圧力容器の材料について

、構造規格への適合状況を、ミル

シート等により確認する。 

 構造規格第 73 条において準用す

る第１条及び第２条の規定に適合

していること。 

３ 外観検査 （１）第二種圧力容器の現品と明

細書及び構造図との適合状況並

びにその構造の構造規格への適

合状況について、胴の長さ、板

の厚さその他の寸法をノギス、

スケール、超音波厚さ計等を用

いて測定し、現品と書類審査に

おいて確認した明細書及び構造

図と照合すること等により確認

する。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を、目

視、外観検査用機器等により確

認する。 

（３）安全弁、圧力計等の附属品

の取付穴について、構造図及び

構造規格への適合状況を目視等

により確認する。 

 現品が、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、かつ、構造規格第 73 条にお

いて準用する第３条から第８条ま

で、第１編第２章、第 39 条から第

41 条まで、第 44 条及び第１編第４

章（第 65 条を除く。）の規定に適

合していること。 

４ 水圧試験  構造規格第 73 条において準用

する第 63 条に定める方法による

水圧試験を行い、変形及び漏れの

有無等を目視等により確認する。 

 構造規格第 73 条において準用す

る第 63 条の規定に適合しているこ

と。 

５ 附属品等 （１）安全弁、安全弁に代わる安

全装置等の構造の構造規格への

適合状況を目視等により確認す

る。 

（２）銘板の記載事項を確認する

。 

 構造規格第72条及び第73条にお

いて準用する第１編第４章の規定

に適合していること。 
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備考  構造規格第 73 条において準用する第 70 条に規定する適用の特例の

認定を受けた第二種圧力容器については、その特例の認定を受けた構

造規格の規定に関する検定の実施に代えて、特例の認定に当たって付

された条件に適合していることを確認する。 

 第二種圧力容器が、同一型式で同一仕様のものを計画的に製造する

ものであるときは、個別検定の検定項目のうち水圧試験以外の項目に

ついて、検定の方法の全部又は一部を省略して検定を行うことができ

る。 
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別表第３ 令第 14条第３号に定める小型ボイラーの個別検定の方法 

検定項目 検 定 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査  小型ボイラーの設計について、

その構造、工作方法等の小型ボイ

ラー及び小型圧力容器構造規格（

昭和 50 年労働省告示第 84 号。以

下この表及び別表第４において「

構造規格」という。）への適合状

況を、申請書、構造図、強度計算

書、明細書等により確認する。 

 構造規格第１条から第 17 条まで

、第19条から第22条まで及び第１

章第４節の規定に適合しているこ

と。 

２ 材料検査  小型ボイラーの材料について、

構造規格への適合状況を、ミルシ

ート等により確認する。 

 構造規格第１条の規定に適合し

ていること。 

３ 外観検査 （１）小型ボイラーの現品と明細

書及び構造図との適合状況並び

にその構造の構造規格への適合

状況について、胴の長さ、板の

厚さその他の寸法をノギス、ス

ケール、超音波厚さ計等を用い

て測定し、現品と書類審査にお

いて確認した明細書及び構造図

と照合すること等により確認す

る。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を、目

視、外観検査用機器等により確

認する。 

（３）安全弁、圧力計、水面測定

装置等の附属品の取付穴につい

て、構造図及び構造規格への適

合状況を目視等により確認する

。 

 現品が、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、かつ、構造規格第２条から

第 21 条まで及び第 24 条から第 30

条の２までの規定に適合している

こと。 

４ 水圧試験  構造規格第 23 条に定める方法

による水圧試験を行い、変形及び

漏れの有無等を目視等により確認

する。 

 構造規格第 23 条の規定に適合し

ていること。 

５ 附属品等 （１）安全弁、ガラス水面計等の

構造の構造規格への適合状況を

目視等により確認する。 

（２）銘板の記載事項を確認する

。 

 構造規格第１章第４節及び第 31

条の規定に適合していること。 
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備考  構造規格第 32 条に規定する適用除外の認定を受けた小型ボイラーに

ついては、適用除外の認定を受けた構造規格の規定に関する検定の実

施に代えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合している

ことを確認する。 

 小型ボイラーが、同一型式で同一仕様のものを計画的に製造するも

のであるときは、個別検定の検定項目のうち水圧試験以外の項目につ

いて、検定の方法の全部又は一部を省略して検定を行うことができる

。 
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別表第４ 令第 14条第４号に定める小型圧力容器の個別検定の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査  小型圧力容器の設計について、

その構造、工作方法等の構造規格

への適合状況を、申請書、構造図

、強度計算書、明細書等により確

認する。 

 構造規格第33条から第37条まで

及び第39条並びに第41条において

準用する第４条から第７条まで、

第９条から第14条まで、第17条、

第 19 条第１項、第 20 条から第 22

条まで及び第 26 条の規定に適合し

ていること。 

２ 材料検査  小型圧力容器の材料について、

構造規格への適合状況を、ミルシ

ート等により確認する。 

 構造規格第 33 条の規定に適合し

ていること。 

３ 外観検査 （１）小型圧力容器の現品と明細

書及び構造図との適合状況並び

にその構造の構造規格への適合

状況について、胴の長さ、板の

厚さその他の寸法をノギス、ス

ケール、超音波厚さ計等を用い

て測定し、現品と書類審査にお

いて確認した明細書及び構造図

と照合すること等により確認す

る。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を目視

、外観検査用機器等により確認

する。 

（３）安全弁、圧力計等の附属品

の取付穴について、構造図及び

構造規格への適合状況を目視等

により確認する。 

 現品と、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、かつ、構造規格第 35 条から

第37条まで及び第39条並びに第41

条で準用する第４条から第７条ま

で、第11条から第14条まで、第17

条、第18条、第19条第１項、第20

条、第21条及び第26条の規定に適

合していること。 

４ 水圧試験  構造規格第 38 条に定める方法

による水圧試験を行い、変形及び

漏れの有無等を目視等により確認

する。 

 構造規格第 38 条の規定に適合し

ていること。 

５ 附属品等 （１）安全弁、安全弁に代わる安

全装置等の構造の構造規格への

適合状況を目視等により確認す

る。 

（２）銘板の記載事項を確認する

。 

 構造規格第39条及び第40条並び

に第41条において準用する第26条

の規定に適合していること。 
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備考  構造規格第 41 条において準用する第 32 条に規定する適用除外の認

定を受けた小型圧力容器については、適用除外の認定を受けた構造規

格の規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定に当たって付

された条件に適合していることを確認する。 

 小型圧力容器が、同一型式で同一仕様のものを計画的に製造するも

のであるときは、個別検定の検定項目のうち水圧試験以外の項目につ

いて、検定の方法の全部又は一部を省略して検定を行うことができる

。 

 


